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～中小企業のための経営革新支援メニュー～

えっ！ホント？ 「固定資産税が1／2に！」
「信用保証協会の別枠追加保証2.8億円！」

■ 申請書はたったの2枚で非常にカンタンです！

リタネッツ事業協同組合の公式ホームページが公開！

中小企業等経営強化法が7月1日に施行されたことに伴い、経営力向上計画を策定し

、申請・認定された中小企業には優遇税制・金融支援等が受けられることとなりました。

「経営力向上計画」とは、各社が業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた

商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等によ

り経営力を向上して実施する事業計画のことで、国の認定を受けることにより以下のよ

うな優遇措置を受けることが可能となります。

7月より当組合の公式ホームページが公開になり

ました！

ホームページでは、

・組合員様の経営課題解決につながる

「情報提供」の場となること

・課題に対応する経営人材をつなぐ

「プラットホーム」となること

・組合と組合員様をつなぐ「コミュニケーション」

ツールになっていくこと

を目的とし、各種メニューを掲載しております。

リタネッツ事業協同組合 http://www.ritanets.com/検索

■ まずは組合ホームページにアクセス！

■ 主な掲載内容について
現在組合が取り組んでいる、中小企業に対する課題解決の３つの経営革新支援

メニューを柱に、それぞれのメニューに対して情報提供を行っています。

その他にも、ETCカード事業や、本誌WAVEのバックナンバーがご覧いただけるペー

ジ、セミナーのご案内など、情報満載です。

さらに、今後は情報提供にとどまらず、経営課題解決のツールの一つとして組合員様

が自らホームページを活用できるようなメニューを展開、強化していく予定です。ぜひ

一度組合ホームページにアクセスして下さい。

■ 2016年7月1日施行！ 中小企業の“稼ぐ力”を強力に支援します！

申請書は、「現状認識」「目標」「取組内容」などを記載するだけ、実質2枚の様式とな

っています。また、申請書作成のヒントとなる「稼ぎ方のポイント」をまとめた事業分野別

指針も用意されているため、作成イメージを持ち易い配慮がされています。

今後、貴社に於いて3年～5年以内に「新商品・新サービス開発」「ITを活用した生産性

向上」「人財育成」「設備導入」のいずれかを計画する場合には、事前に経営力向上計

画を作成・提出し、認定を受けることをオススメいたします。この計画認定が貴社の事

業活動を強力に推進する【パスポート】の役割を果たしてくれることとなります。

当組合では8月初旬、1社目となる経営力向上計画の認定を取得することが出来まし

た。計画作成のポイントや優遇措置について、ご不明点・気になる事がございましたら、

組合事務局（℡ ：048-658-8881）までお気軽にお問い合わせ下さい。

「金融支援」

「優遇税制」

「補 助 金」

① 商工中金による低利融資が受けられる
② 中小企業信用保険法の特例により、信用保証協会による信用保証
のうち、普通保険2億円、無担保保険8,000万円の別枠追加保証が

受けられます

③ 固定資産税の軽減（生産性を高める機械装置を取得した場合、
翌年度から3年分の固定資産税が1/2に軽減されます）

④ ものづくり補助金の審査時の加点材料となります






